
大村市立大村小学校いじめ防止基本方針

【 学校基本方針の目的 】
いじめ問題への対策を学校、家庭、地域社会が一丸となって進め、いじめの防止、早期発見、

いじめへの対処、地域や家庭・関係機関との連携等をより実効的なものにするため、法により規
定されたいじめへの組織的な対応、重大事態への対処等に関する具体的な内容等を明らかに
する。

（定義）第２条 「いじめ」とは、児童等に対して、当該児童等が在籍する学校に在籍している等当該児童等と一

定の人間関係にある他の児童等が行う心理的又は物理的な影響を与える行為（インターネットを通じて行われ

るものを含む。）であって、当該行為の対象となった児童等が心身の苦痛を感じているものをいう。

（いじめの禁止）第４条 児童等は、いじめを行ってはならない。

（学校及び学校の教職員の責務）第８条 学校及び学校の教職員は、基本理念にのっとり、当該学校に在籍する

児童等の保護者、地域住民、児童相談所その他の関係者との連携を図りつつ、学校全体でいじめの防止及び早

期発見に取り組むとともに、当該学校に在籍する児童等がいじめを受けていると思われるときは、適切かつ迅

速にこれに対処する責務を有する。

（保護者の責務等）第９条 保護者は、子の教育について第一義的責任を有するものであって、その保護する児

童等がいじめを行うことがないよう、当該児童等に対し、規範意識を養うための指導その他の必要な指導を行

うよう努めるものとする。 いじめ防止対策推進法より 抜粋

気づく子 学 ぶ 子 元気な子
思いやりの心をもち、きまりや 学ぶ意欲と集中力を高め、学び 忍耐力があり、責任を果たせる子
約束を守れる子ども 方を身につけた子ども ども

①相手の気持ちを考えた行動や ①話は目で聞く ①最後までやり抜くことができる

言葉遣いができる ②目標を立てて工夫することができる ②健康や体力の向上に努める

②心をこめてあいさつができる ③いろんな場で進んで発表ができる ③係活動や掃除をまじめにする

③誰にでもやさしくできる ④自分から家庭学習をし、学習用具を ④給食の好き嫌いをしない

④人を差別しない、いじめない 忘れない

【 いじめ対策委員会 】

○ いじめ防止に関する措置を実効的に行う｡必要に応じて委員会を開催する。
－ 構 成 －
校長，教頭，主幹教諭，指導教諭、生活指導主任，養護教諭，当該学級担任，当該学年主任
－外部構成員－※必要に応じて依頼・招集
学校評議員，学校支援会議委員，主任児童委員，ＰＴＡ会長
○ その他、必要に応じて市ＳＳＷの派遣要請を申請する。

【 ＰＴＡ及び関係機関等との連携 】

○ ＰＴＡ …あらゆる場を使っての情報共有の推進
ＰＴＡ総会，学級・学年，懇談会，ＰＴＡ三役会，理事会，評議員会等

○ 関係機関…防止・早期解決に向けての連携体制の強化
大村市教育委員会，長崎子ども・女性・障害者支援センター，大村警察署
青少年健全育成協議会，主任児童委員，民生児童委員 等



《 いじめ問題への取組 》

【 いじめの防止 】
児童一人一人が認められ，お互いに相手を思いやる雰囲気づくりに学校全体で取り組む。また，教師一人

一人が「わかる」「できる」授業を心がけ，児童に基礎・基本の定着を図るとともに学習に対する達成感・成就
感を育て，自己有用感を味わい自尊感情を育むことができるように努める。
道徳科の時間には命の大切さについての指導を行う。また，「いじめは絶対に許されないことである」とい

う認識を児童がもつように，教育活動全体を通して指導する。そして，見て見ぬふりをすることや知らん顔を
することも「傍観者」として，いじめに加担していることを知らしめる。
○ いじめを許さない，見過ごさない雰囲気づくりに努める。
○ いじめゼロを目指した児童会活動を推進する。…人権集会、あいさつ運動等
○ 児童一人一人の自己有用感を高め，自尊感情を育む教育活動を推進する。
○ 一人一人が活躍できる学習活動
「健康な心や体つくりなどの基本的な生活習慣の定着は学習を支える生活基盤となるものである。」という
立場に立ち，以下の教育活動を推進する。
○ 異学年交流（縦割り活動）の充実
○ 児童の自発的な活動を支える委員会活動の充実
○ 児童が主体的に取り組める学習活動の工夫

【 いじめの早期発見 】
○ 「いじめはどの学校でも，どの児童にも起こりうるものである。」という基本認識に立ち，全ての教員が児
童の様子を見守り日常的な観察を丁寧に行うことにより，児童の小さな変化を見逃さない鋭い感覚を身に
付けていくことが必要である。

○ 気になる児童がいる場合には，学年や児童理解等の場において気付いたことを共有し，より大勢の目で
当該児童を見守る。

○ また，気になる児童には，教師が積極的に働きかけを行い，児童に安心感をもたせるとともに問題の有
無を確かめ，解決すべき問題がある場合には，「こころの教室」や「教育相談活動」で当該児童から悩み等を
聞き，問題の早期解決を図る。

○ 「学校生活に関するアンケート」 「学校評価にかかわる児童アンケート」を活用し，児童の悩みや人間関
係を把握し，いじめゼロの学校づくりを目指す。

○ 児童の一日の振り返り（毎日，帰りの会）を実施

【 いじめに対する措置 】
○ いじめ問題を発見したときには，学級担任だけで抱え込むことなく，校長以下全ての教員が対応を協議
し，的確な役割分担をしていじめ問題の解決にあたることを基本とする。

○ 情報収集を綿密に行い，事実確認をした上で，いじめられている児童の身の安全を最優先に考え，いじ
めている側の児童に対しては毅然とした態度で指導にあたる。

○ 傍観者の立場にいる児童たちにもいじめているのと同様であるということを指導する。
○ 学校内だけでなく各種団体や専門家と協力をして解決にあたる。
○ いじめられている児童の心の傷を癒すために，ＳＳＷやこころの教室相談員等と連携を取りながら，指導
を行っていく。

○ いじめ問題が起きたときには家庭との連携をいつも以上に密にし，学校側の取組についての情報を伝え
るとともに，家庭での様子や友達関係についての情報を集めて指導に生かすこととする。決して学校内だ
けで問題解決をするようなことはしない。

○ 学校や家庭にはなかなか話すことができないような状況であれば，「いのちの電話」等のいじめ問題など
の相談窓口の利用も日頃から促していく。

【 重大事態発生時の対処 】
○ 生命，心身又は財産に重大な被害が生じた場合等において，速やかに調査を開始し，大村市教育委員会
へ報告する。また，必要に応じて，２次調査，３次調査を行う。その際の調査は，校長の指示の もと，「いじ
め対策委員会」が行う

※ その他の事項については，「大村小学校危機管理マニュアル」に基づく。



《 いじめが発生した（いじめではないかと感じた）場合の対応 》

発見者・情報入手者 ○事の大小にかかわらず直ちに報告（管理職、生徒指導部等）

関係教員・生徒指導部 ○関係学年や生徒指導部による情報収集

校長・副校長・教頭への報告 ①いじめられている子どもの立場に立って事象や状況をとらえ、
判断する。

いじめ対策委員会での協議 ②希望的観測をしない。
③固定観念や硬直したイメージにとらわれない。

方針と対応・対策の決定 ④問題の拡大解釈や責任回避をしない。

いじめられている子どもへの指導 いじめている子どもへの指導
(1)指導上の留意点 (1)指導上の留意点
①いじめの事実を把握する。 ①いじめの事実を把握する。
②不安を除去し、安全を確保する。 ②カウンセリング・マインド
③訴えること、相談することの重要性を伝える。 ③いじめは絶対に許さない厳しい姿勢
④苦しみを受容する。 ④いじめ行為の悪をわからせる。
⑤活動の機会をつくり、自信回復への積極的支 ⑤人権と生命の尊さをわからせる。
援を行う。 ⑥健全な人間関係を育成できるよう支援する。
⑥対人関係の回復を支援する。 ⑦教師との信頼関係をつくりあげる。
⑦自己主張への積極的支援を図る。 ⑧指導を継続し、徹底させる。
(2)いじめられている子どもに寄り添う指導 (2)いじめられている子どもの気持ちをわからせ
①いじめられている子どもに責任を求めるのは、 る指導
いじめ行為を認めることと同じである。 ①ロールプレイング（役割演技）の活用

②いじめ行為を止めさせることが先決である。 ②ロールレタリング（役割交換書簡法）の活用
＜保護者への対応と連携＞ ＜保護者への対応と連携＞
【保護者から学校へ通報・訴えがあった場合】 【いじめの事実を保護者に連絡する場合】
①通報・訴えをする保護者の気持ちを理解する。 ①家庭訪問して事実関係を確認する。
②誠実に対応する。 ②いじめられている子どもの状況を知らせる。
【学校から第一報を伝える場合】 ③必要以上に原因に追及しない。
①誠意が伝わる連絡をする。 ④子どもとのかかわり方について助言する。
②緊急の対応策について説明し、意見を聞く。 ⑤今後の学校の指導方針や対応について理解し
【その後の対応】 てもらう。
①約束事を守る。 【対応するときの留意点】
②面談や家庭訪問を継続する。 ①保護者の気持ちを理解する。
③学校と家庭が情報交換を密にする。 ②誠意ある態度で臨む。

観衆（心理的同調者）の子どもへの指導 傍観者（無関心者）の子どもへの指導
①いじめへの同調はいじめ行為であることをわか ①いじめは自分にとって無関係ではないことをわ
らせる。 からせる。

②いじめを受けている子どもの気持ちを理解させ ②いじめを止めさせることはできなくても、せめ
る。 て知らせる勇気を持たせる。

③ストレスの除去に努める。 ③傍観は加担と同じであることに気づかせる。

学級全体への指導
①話し合いなどを通じていじめを考える。 ⑤好ましい人間関係をつくる。
②心の教育の充実を図る。 ⑥教師の姿勢を示す。
③見て見ぬふりをしない。 ⑦学級の連帯感を育てる。
④自らの意志による行動をとれるようにする。 ⑧正義を行き渡らせる風土を培う。

「いじめ対策ハンドブック」長崎県教育委員会より 抜粋


